
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

■人員体制 

    就労支援コーディネーター：６名（会計年度任用職員） 

    主任相談員：１名 相談員：３名 社会福祉士：２名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域就労支援事業に関すること 

〇就職困難者に対する就労支援 

 ・面接対策 ・履歴書対策 ・就職支援講座の案内 

〇支援調整会議、ケース会議の開催、個別支援プランの作成、多機関との連携 

（仮称）くらし・しごとサポートセンター 

生活困窮者自立支援事業に関すること 

〇就労支援にとどまらない、自立に向けた総合的な生活支援の実践 

 ・自立相談支援 ・住居確保給付金 ・就労準備支援 ・家計改善支援 ・多重債務相談  

〇複合的な問題を同時に抱える困難ケースへの対応 

 ・自立相談支援 ・多機関との協働 ・一時生活支援       ※一部委託有 

くらし・しごとサポートセンター

とする考え方 

就労相談も含め総合的に支援

するため、「くらしサポートセ

ンター」と「無料職業紹介セン

ター」を統合し「くらし・しご

とサポートセンター」として設

置する。 

障がいのある方の就労準備、就職活動、定着支援などの就労に関する相談・

支援を行う 

一般就労をめざす「就労支援対象者」であれば、くらし・しごとサポートセンタ

ーと協働で、無料職業紹介事業で職業の紹介・あっせんを行う。直ちに一般就労

をめざすのは難しい対象者には、相談支援員が生活や健康の管理など働くための

土台作りを行い、くらし・しごとサポートセンターと連携を図りながら、就労準

備支援や就労訓練、職場体験・実習等を利用して無料職業紹介事業で就労に結び

つける。 

■役割 

相談・アセスメント・支援調整会議・個別支援計画作成 

各種支援（他機関とのつなぎ・体験中のフォロー・情報提供など） 

定着支援 など 

■人員体制 

くらし・しごとサポートセンターの相談支援員（社会福祉士や相談員）が兼務 

必要に応じて、精神保健福祉士または臨床心理士の相談 

障がい者就労支援センター 

無料職業紹介事業に関すること 

〇企業（事業所）からの求人情報の収集 

・求人開拓 

〇求職者の個別事情に合わせた求人情報の内容の調整 

・体験実習内容等の把握 

〇求職者の生活スタイル、心身の状態などに応じた仕事のマッチング 

 ・職業紹介 

★障害者就業・生活支援センター（就ポツ）との連携 

障がい者就労支援センターが主催する支援調整会議に参加協力を求め、個別支援計

画を協働して作成する。個別支援計画において、各機関の支援の役割を整理する。 

★その他就労支援機関との連携 

〇障がい福祉サービス事業者 

障がい者就労支援センターのアセスメントの結果により、サービスの利用が妥当と判断した場合、障がい福祉サービスの情報提供やつなぎ、支給申請の支援を行う。

また、サービス事業者の支援により、本格的に就職活動を行う段階で企業開拓などとして地域就労支援センター・障がい者就労支援センターを活用する。 

〇障がい者基幹相談支援センター 

障がい者就労支援センターでの就労支援以外に生活に関する支援等が必要な場合に、障がい者基幹相談支援センターと連携し、支援を展開する。 

〇障害者職業センター 

障がい者就労支援センターによる支援において、より詳細な職業評価の実施や丁寧な定着支援が必要と判断された場合に活用する。 

〇公共職業安定所（ハローワーク） 

障がい者雇用の開拓や企業支援において協働する。また、就労準備性の向上などより丁寧な支援が必要な際に、ハローワークから障がい者就労支援センターを案内し

てもらう。 

和泉市障がい者就労支援センターの設置について（案） 資料２ 


